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特殊詐欺被害防止を目的とした取り組みについて 
～ＡＴＭでのキャッシュカードによるお引き出し限度額を一部引き下げさせていただきます～ 

 

京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、特殊詐欺被害の防止に向けた取組みを強化するため、

２０２０年３月９日（月）より、７０歳以上のお客さまを対象に、当行キャッシュカード

によるＡＴＭでのお引き出し限度額を一部引き下げさせていただくことといたしましたの

でお知らせいたします。 

この取り組みは、ご高齢のお客さまからキャッシュカードをだまし取り言葉巧みに暗証

番号を聞き出す「キャッシュカード手交型詐欺」や「キャッシュカードすり替え型詐欺」

が急増していることを踏まえ、こうした被害の拡大を防止し、お客さまの大切なご預金を

お守りするために実施させていただくものです。 

 対象となるお客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

記 

１．対象となるお客さま 

当行キャッシュカードをお持ちの７０歳以上の個人のお客さまのうち、一定の条件に 

該当する取り引きをされた方 

２．変更内容 

対象となるお客さまのキャッシュカードによるＡＴＭの１日あたりのお引き出し限度額

を一部引き下げいたします。 

※１．生体認証（指静脈認証）サービスによるお引き出しについては、対象外といたします。 

２．お引き出し限度額や対象となるＡＴＭ等につきましては、直近の特殊詐欺の傾向とお

客さまの利便性を踏まえ、設定させていただいております。詳細な条件につきまして

は、犯罪抑止の観点から公表を控えさせていただきます。 

３．実施日 

２０２０年３月９日（月） 

以 上 


